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令和 7 年度定期監査（財務・工事監査 1～2 月実施分）結果報告書 

 

１ 基準に準拠している旨 

  監査委員は、美祢市監査基準(令和 2 年監査委員訓令第 1 号)に準拠

して監査を行った。 

 

２ 監査の種類 

  定期監査（地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定による監査） 

 

３ 監査の対象 

（１）財務監査 

美東総合支所 

以上 1 所属 

（２）工事監査 

農林課、建設課、施設課、教育総務課（給食センター）、秋芳総合支

所、美東総合支所                   以上 6 所属 

 

４ 監査の着眼点及び主な実施内容 

令和 7 年度における監査の実施に当たって、財務監査については、

「財務に関する事務の執行」、「経営に係る事務の管理」、「行政事務

等の執行」などが適正になされているか（合規性）、計数等に誤りはな

いか（正確性）、最少の経費で最大の効果を上げているか（経済性、効

率性、有効性）という観点を重視するとともに、組織及び運営の合理化

に努め、規模の適正化を図っているかについて留意した。監査計画に基

づき、経営感覚を持った事業実施、高いリスクが想定される事務事業等

に着眼し、適正な事務の執行がなされているかについて、関係資料の試

査並びに照査、必要に応じて関係職員から説明の聴取を行うとともに、

決算審査及び例月出納検査の結果と連携した監査を実施した。 

工事監査については、合規性、正確性、経済性、効率性、有効性の観

点から、法令等に基づき、手続きが適正に執行されているか、計画、設

計、積算、施工等の各段階において不経済な支出や施工不良等がないか、

技術面から当該工事が適正に行われているかなどに重視し、監査を実施

した。 

なお、監査の指摘事項等については、改善を図ることを目的とし、措

置状況の報告を求める。 

 

 



    

５ 監査の実施場所及び日程 

場所 監査委員事務局及び現地 

日程 令和 7 年 1 月 21 日から 2 月 2 日まで 

 

６ 監査の結果 

  関係資料のうち、試査及び照査により監査した限り、重要な点にお

いておおむね適正に執行されていると認められた。しかしながら、一

部に改善、是正を要する事項が見受けられたので、所要の措置を講ず

るよう求める。 

なお、軽微な事項については、監査実施時に口頭で改善を求めた。 

 

７ 指摘事項等の内容 

 （１）財務監査 別紙１ 

 （２）工事監査 別紙２ 



令和7年度定期監査（財務監査：出先）結果 別紙1

美東総合支所

特になし 特になし 特になし

所属 指導事項 検討事項 意見要望
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別紙２

所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

災害復旧工事全般
について

― ― ―

③農林課の発注した災害復旧工事
は、指名競争入札を執行した結果、
全業者の入札辞退により不調となっ
た工事が多いため、農林課では、別
ファイルにて、不調工事の入札執行
状況を管理している。このことにつ
いては、問題はないが、工事ごとの
設計図書に不調になった入札執行調
書を再度行う起工伺に添付すること
で、入札の経緯が明確になるので、
今後、そのようにされたい。

柳井川③④水路
(11-105,106)災害
復旧工事

―

③工期延伸申請書が添付されていな
かった。

― ―

平国木農地(11-5)
災害復旧工事

―

⑤工事看板について、本工事は災害
復旧工事であるが、ほ場整備工事と
なっていた。
③検査職員による検査時の状況写真
が添付されていなかった。

― ―

下山①②水路(11-
117,118)災害復旧
工事

―

③監督職員の選任通知書が添付され
ていなかった。
③工事完成時の書類として、完成通
知書、写真また検査書類として、工
事技術検査復命書が添付されていな
かった。

― ―

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

農林課
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

梅香④農地(11-13)
災害復旧工事のほ
か竜現地水路、柳
井川⑤⑥水路、杉
谷水路、梅香①③
農地、岩永市水路
、清水田②水路の
各災害復旧工事
７件

―

③7件の工事について、見積もりによ
る随意契約では、見積徴収調書によ
る決裁でなければならないところ入
札執行調書で決裁されていた。

― ―

杉谷農地(11-8)災
害復旧工事のほか
柳井川①②水路、
竜現地水路、柳井
川⑤⑥水路、西の
浴水路、林道滝の
奥線の各災害復旧
工事　６件

③6件の工事について、引取証が添付
されていなかった。

― ―

髙山農地(11-17)災
害復旧工事

― ― ―

④１２月まで約９か月の工期延伸を
しているが、７月で完成している。
早期に完成したことは問題ないが、
延伸する期間については、地元及び
受注業者と十分な協議の上、期間を
決定されたい。

根越水路(11-113)
災害復旧工事

― ― ―

④上段工事と同様に大幅に工期を延
伸しているが、実際には当初契約工
期から約１か月後に竣工している。
工期延伸の考え方を整理されたい。

江の河原農地・水
路(11-3,110)災害
復旧工事

― ― ―

④水路上部の法面の圃場側に張芝を
施工することで、水路護岸としての
機能を有することができたと思われ
る。

農林課
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

西の浴水路（11-
112）災害復旧工事

―

③工事技術検査復命書に検査員の所
見が記述されていなかった。
③二次製品使用の打合せ簿で、発注
者欄に現場代理人が署名しているに
もかかわらず、決裁されていた。

― ―

林道滝ノ奥線単独
災害復旧工事

―

①変更設計書の工事概要の記述につ
いて当初数量と変更数量が逆であっ
た。
さらに工事技術検査復命書でも変更
前の数量が記述されていた。

― ―

美祢市林道災害復
旧工事

③監督職員の選任通知書が添付され
ていなかった。 ― ―

美祢市旧庁舎解体
工事

①解体後の仕上げで真砂土を敷きな
らしたが、外構工事の発注後、掘り
返しが行われていた。設計時と入札
後の着工にはタイムラグはあるもの
の計画性に欠けていたと思われる。

― ―

美祢市新庁舎屋外
整備工事

― ― ―

①約１２％の増額変更の内容から設
計段階で調査不足であったと思われ
る。設計時の事前調査を徹底された
い。

美祢市新庁舎別館
前庇工事

― ― ―

①意匠的に美秋林を使用し、地域性
を取り入れた構造ではあるが、庇の
本来の用途から経済性も考慮、考察
する必要があったのではないかと思
われた。

農林課

建設課
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

白岩川河川災害復
旧工事

―

③契約書の収入印紙が５千円でよい
ところ１万円の印紙が貼付されてい
た。

― ―

迫川河川災害復旧
工事

― ―

④復旧工事の優先度を勘案し、発注
したと思われるが、発注後、隣接圃
場の翌年の収穫が理由で、工期を約
１年間延伸し、結果的に施工は翌年
度の施工となっている。また入札に
おいては２社以外は辞退している。
これらの状況から今後は多発する災
害復旧を行う場合は翌年度の発注に
するなど発注の平準化、業者の受注
機会の安定化、年度末の繁忙期の回
避等を図るよう検討されたい。

―

真木川（２）河川
災害復旧工事

― ― ―

①２回目の変更内容が施工重機の選
定が現場状況に合わなかったことや
再測量が必要になったこととなって
いる。今後は可能な限り、設計段階
で、現場踏査を行うよう努められた
い。

市道川平線道路災
害復旧工事

―

③入札、契約書の前に前払金請求書
がファイルされているなど事務手続
きに沿ったファイリングがなされて
いなかった。 ― ―

市道持田大向線外
道路災害復旧工事

―

③補道災929号の設計書に課長印が押
印されていなかった。
③変更設計書の表紙について、807
号、929号いずれの設計書も変更設計
書ではく、合冊の設計書についても
同様に起工設計書となっていた。

―

②当初の積算で数量（大向線の路肩
CO）が２重チェックされているにも
かかわらず、変更設計時に誤りが判
明していた。今後のチェックについ
ては、起工段階で図面及び数量表と
照らし合わせたチェックをされた
い。

建設課
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

市道河原上線道路
災害復旧工事

―

①変更設計について、支障木伐採・
集積を計上しているが、施工代価に
よる単価根拠がなかった。 ― ―

栗ヶ原川河川災害
復旧工事

―

③工期延伸後の工程表では７月から
工事に着手しているが、監督職員の
選任が、１０月末となっていた（約
款上、特に専任の期日の定めはない
が、既に工事は開始されている状況
下であった。）。

④L=3.4ｍの箇所と推察するが、竣工
及び検査時の写真からブロックの設
置状況と調整コンクリート打設状況
に強度的な問題はないと思われる。
出来形と出来ばえについては、ブ
ロックの割付や丁寧なコンクリート
打設を検討されたい。

―

市道長登線道路災
害復旧工事

―

④延伸願いについて、延伸期日と添
付された工程表が合致していなかっ
た。提出工程表は、９月以降の工程
がないため、１２月を延伸期日とし
た根拠が不明瞭であった。

― ―

市道厚保小学校線
道路災害復旧工事

―

③変更設計書が、起工設計書となっ
ていた。

― ―

市道奥畑線道路災
害復旧工事

―

③設計図書の簿冊の時系列に沿った
綴りについて
査定→起工→積算の誤りが発覚→国
へ設計変更→国の同意→再度起工→
入札であるが、この時系列に沿った
ファイリングについて以下について
修正されたい。
・修正前の起工設計書並びに起工伺
の添付。
・国への協議決裁は起工と同等の決
裁区分。
・修正後の起工伺の摘要欄に再度起
工した理由を摘要欄に記述。
③変更設計書の表紙（単独工事費が
記述されている表紙）が起工設計書
となっていた。

― ―

建設課
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

奥原川（１）外河
川・道路災害復旧
工事

―

④延伸願いについて、延伸期日と添
付された工程表が合致していなかっ
た。提出工程表は、１１月以降の工
程がないため、１２月を延伸期日と
した根拠が不明瞭であった。

― ―

水神川外河川災害
復旧工事

― ― ―

③本工事は河川・道路災害の合冊工
事となっている。このような合冊工
事の工事名は「河川・道路災害復旧
工事」となっているので、以降統一
されたい。

草井川川（２）河
川災害復旧工事

― ―

④BP＋17mよりEPまで天端及び縁切り
周辺のブロックの割付について、強
度が保持されている調整コンクリー
トが他のスパンに比べ、打設量が多
い。出来栄えにも配慮するよう検討
されたい。

―

柳井坊線道路災害
復旧工事

― ― ―

①法枠の直高が10m以上あるので、市
道通行の安全上、法枠の天端（道路
の路肩）にガードレール等の安全施
設を設置すべきだと思われる。

麦川川（１）外河
川・道路災害復旧
工事

―

③本工事とは違う工事の工事成績評
定結果及び通知の決裁が添付されて
いた（本工事の上記書類は添付され
ている。）。

― ―

市道西の浴中村線
道路災害復旧工事

―

③工事費等変更承認伺の工期につい
て当初欄に変更後の工期が記述さ
れ、変更後の工期が未記入であっ
た。

― ―

市道引塚線道路災
害復旧工事

―

③工事費等変更承認伺の工期につい
て当初欄に変更後の工期が記述さ
れ、変更後の工期が未記入であっ
た。

― ―

建設課

6/11



所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

市道藤ヶ河内桑原
線（藤ヶ河内第一
橋）橋梁災害復旧
工事

― ―

①橋長が７ｍあるが、ボックスカル
バートと通常の橋台と床版橋の経済
比較を検討されたい。 ―

西畑川（１）外河
川災害復旧工事

― ― ―

①令和6年1月の1回目の入札が不調。
結果３回の入札不調の上、半年経過
した６月に随意契約となっている。
分離発注や発注時期等を検討すべき
だったと思われる。

麦川川（２）河川
災害復旧工事

―

④受注者からの工期延伸願いに添付
する工程表が後半の１０月から１２
月がないものを受理していた。さら
に次の工期延伸の工程表の延伸前が
間違っているものを受理していた。

― ―

道路メンテ市道共
栄線（共栄橋）橋
梁補修工事

―

④現地で材料確認（検収）を監督職
員が行うが材料だけの写真しかな
く、監督職員が、現地立会したのか
不明瞭であった。

― ―

道路メンテ市道大
滝線（大河地橋）
橋梁補修工事

―

③契約書の収入印紙が５千円でよい
ところ１万円の印紙が貼付されてい
た。

― ―

市道竜が森線舗装
工事

― ― ―

⑤市の管理施設ではあるが、終点に
１軒の家屋（建築後年月が経過して
いる家屋）しかなく、今まで未舗装
での生活をされていたと思われる
が、今時点で舗装の必要性があった
のか。不陸整正後砕石補充と転圧で
よかったのではないかと思われる。

市道真名市線外安
全施設整備工事

―

③監督職員の選任通知書が添付され
ていなかった。

― ―

建設課
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

市道内川線外照明
整備工事

― ―

④毎月の履行報告書には、出来高が
わかる写真を添付するよう検討され
たい。

⑤設計書に照明整備の年次計画があ
るので、当初予算に計上されていた
と思われる。繰り越すのではなく年
度内に完成させるよう努められた
い。

市道石入台山線舗
装補修工事

①コンクリート舗装で、気温や湿度
等の影響はあるが一般的なコンク
リート強度日数である２８日強度を
考慮せず、短い工期設定となってい
た。

― ―

市道徳定北川線街
路灯整備工事

―

③完成時の写真が添付されていな
かった。

― ―

市道北河内小野線
道路維持工事外に
伴う測量設計業務

―

⑤本業務の担当者が、検査職員に代
わり検査を行っていた。

―

①変更契約について、測量、設計業
務の内容が大幅に変更され、さらに
調査業務が追加となっている。ある
程度の変更は、やむを得ないが、当
初の設計時に設計の趣旨や目的を
しっかりと定めた上で、起工設計と
されたい。

四郎ヶ原川外災害
復旧に伴う測量設
計業務

― ― ―

③設計者が変更設計を行う場合、そ
の変更理由を記述するが、決裁段階
で、指摘や訂正があった場合は、設
計者はその都度あるいは最終的に変
更理由を訂正されたい。

鬼笑亭解体工事設
計業務 ―

③引渡書、引渡証が添付されていな
かった。 ― ―

建設課
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

上野・秋吉地区水
道統合整備事業上
野方面配水管布設
工事

― ― ―

①水道管の埋設は道路に埋設するこ
とが多く所有者（管理者）の占用許
可を得なければならない。舗装の復
旧においては設計に路床のCBR試験を
計上し、そのデータから道路構造令
に該当する舗装厚を決定されたい。

上野・秋吉地区水
道統合整備事業河
原方面流量計設置
工事

― ― ―

①引込柱の高さを変更していること
について、現地確認が可能と思われ
るので、今後、設計段階でしっかり
と現地確認をされたい。

教育総務課

美祢市学校給食セ
ンター建設工事監
理業務

―

③１回目の工期延伸の延伸願いが添
付されてなかった。

―

④１回目の工期延伸は、他工事の影
響がありやむを得ないと思われる
が、この変更要因を前提に約５か月
間、８月２５日までを工期末とした
ことによって、延伸原因が収束した
にもかかわらず、さらに約１か月の
工期延伸を行わざるを得なかった。
これについては、市の監督職員や工
事業者との工程管理に関する監理業
務の徹底が希薄であったと思われ
る。

上下水道局
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

美祢市秋芳総合支
所外建設工事

―

③本工事は共同企業体を組織し、一
般競争入札による受注者を選定して
いるが、指名審査会での選定理由や
結果が添付されていないため入札方
法の経緯等が不明であった。
⑤完成検査において、検査調書に記
述する請負金額が当初の請負金額と
なっていた。

④工期延伸の当初の変更理由と後に
訂正された変更理由の２つの理由書
が簿冊に添付されている。差し替え
るか、両方を組み合わせるか、いず
れにせよ理由書は1つしかないので今
後残す資料として検討されたい。

①③④９月市議会定例会で議員提出
議案２号が提出され３点の留意事項
が示された。１について発注者は常
に施工状況を把握し、問題が発生し
た時は、熟慮し、早期に適切な対応
をされたい。
２について工事の進捗に応じて契約
の変更が伴う事象か否かを慎重に精
査し判断されたい。
建築工事においては、土工、基礎
工、躯体工、鉄骨工、内装工、電気
設備、機械設備など１０以上の工種
が同一場所で施工する関係上、全て
の工種が関連する。工期の前半に問
題等が発生した場合、後半にも大き
く影響することを十分認識し、工期
の遅れを解消するための協議や指示
又は判断を早期に熟慮し、適切に判
断されたい。

美祢市秋芳支所外
建設工事監理業務

―

③委託料の減額について、確認書で
減額の合意はされているが、減額変
更契約が添付されていなかった。

―

①④⑤９月市議会定例会で議員提出
議案2号の記３について設計時に問題
のあった防火設備の見直しの対応そ
の他、設計内容と現場施工の調整な
どに不測の時間を要した。結果、現
場が指示待ちとなり施工に遅れが生
じ、その費用が発生した。施工を監
理する業務としての対応策として
は、人員を増員するなどの対応で解
消できたことだと思われるが、その
ような措置を講ずることのないまま
工期延伸となったことは、受注者の
対応が怠慢であったと言わざるを得
ない事象であった。

秋芳総合支所
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所属 工事名（業務名） 指摘事項 指導事項 検討事項 意見要望

（分類：①設計、②積算、③事務、④施工、⑤その他）

美祢市美東総合支
所建設工事

―

③本工事は共同企業体を組織し、一
般競争入札による受注者の選定をし
ているが、指名審査会での結果が添
付されていないため経緯が不明で
あった。
③起工時に指名審査会の依頼通知書
が添付されていなかった。
令和5年度の出来高払いについて、受
注者から数量は提出されているが申
請書類が添付されていなかった。

―

⑤旧美東保健センターを利活用した
計画と設計は経済的に評価できる。
①美秋林を適度な使用、また天井を
設置せず梁等の構造部材を露出した
設計は地域のまちづくりセンターと
しての意義を踏まえた意匠であり評
価できる。
③一般競争入札であるが、１共同企
業体のみの参加であり、競争性が担
保されていない。入札のあり方を検
討すべきであった。

美祢市美東支所外
建設工事監理業務

―

③令和5年度の出来形払いについて受
注者からの出来形申請が添付されて
いないが、出来形の積算及び検査が
行われていた。
③出来形設計書の業務委託名が間
違っており、さらに決裁印が押印さ
れていなかった。 ―

⑤随意契約の理由書の記２で設計さ
れたトラス構造が設計業務を受注し
た者以外では、管理できないとある
が、他社でも構造上、管理できない
とまでは言えないと思われる。

美東総合支所
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